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１【提出理由】

　2023年６月27日開催の当行第167期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年６月27日

(2）当該決議事項の内容

　　＜会社提案（第１号議案および第２号議案）＞

第１号議案　剰余金の配当の件

①　配当財産の種類

　　金銭といたします。

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　普通株式 １株につき金 5.0円 総額 1,930,541,560円

③　剰余金の配当が効力を生ずる日

　　普通株式 2023年６月28日

第２号議案　取締役10名選任の件

安田光春、長野　実、増田仁志、山田　明、津山博恒、米田和志、西田直樹、谷口雅子、神戸俊昭

および田原咲世（※）を取締役に選任するものであります。

※田原咲世氏の戸籍上の氏名は、池田咲世であります。

　　＜株主提案（第３号議案および第４号議案）＞

第３号議案　取締役１名選任の件

前田朋己氏を取締役に選任するものであります。

第４号議案　自己株式の取得の件

本定時株主総会終結の時から180日以内に、当社普通株式を株式総数11百万株、取得価格の総額金30

億円（ただし、会社法により許容される取得価格の総額（会社法第461条に定める「分配可能額」）

が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得額の上限額）を限度として、金銭の交付を

もって取得するものであります。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果および
賛成割合（％）

＜会社提案（第１号議案および第２

号議案）＞

第１号議案

　剰余金の配当の件
3,019,937 75,859 0 （注）１ 可決　95.97

第２号議案

　取締役10名選任の件

（注）２

安田　光春 2,458,889 638,032 0 可決　78.11

長野　実 2,629,289 467,635 0 可決　83.52

増田　仁志 3,069,015 27,909 0 可決　97.49

山田　明 3,069,119 27,805 0 可決　97.50

津山　博恒 3,063,416 33,508 0 可決　97.32

米田　和志 3,064,421 32,503 0 可決　97.35

西田　直樹 2,781,754 315,170 0 可決　88.37

谷口　雅子 2,781,956 314,968 0 可決　88.37

神戸　俊昭 3,075,636 21,288 0 可決　97.70

田原　咲世 3,091,866 5,058 0 可決　98.22

＜株主提案（第３号議案および第４

号議案）＞

第３号議案

　取締役１名選任の件

前田　朋己 92,472 3,004,209 0 （注）２ 否決　 2.93

第４号議案

　自己株式の取得の件
520,353 2,575,231 1,500 （注）１ 否決　16.53

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら

びに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の

賛成によります。

３．賛成割合については、本総会前日までに事前行使された議決権（事前行使をしたが当日出席した株主の議決

　　権を含みません。）の数に、当日出席した株主の議決権数を加えた数を分母として算出しております（ただ

　　し、無効票の数の違いにより、議案ごとに分母となる議決権数は異なります。）。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までに事前行使された議決権の数および本総会当日に出席し、各決議事項に対する賛否を確認でき

た株主の一部が行使した議決権の数の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した

ため、賛否を確認できなかった議決権の一部を集計しておりません。

以　上
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